
窓口で申請をする場合
https://www.ccus.jp/建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステムのトップ画面にある「認定登録機関」をクリック。１

2 ・「認定登録機関」のリストが表示されます。
・ 認定登録機関では、窓口において、対面で相談・サポートを受けながら、書面により
申請することができます。
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• 認定登録機関は、全国225箇所開設さ
れております。(2022.04.01現在）

• ご利用される場合は、予約が必要な場合
もありますので、事前に電話にてお問い
合わせ下さい。

• 窓口にお越しの際は、以下の 又は
の申請書に、必要事項を記入の上、証明
書類（写し）とあわせてご持参下さい。

事業者情報登録申請書

技能者情報登録申請書

• また、技能者申請の場合は、事前に登録
料をお支払いいただく必要がありますの
で、認定登録機関から専用の振込票を受
け取っていただき、コンビニでお支払い
下さい。
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